
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

府市港湾の行政委員会（大阪府市港湾委員会）の共同設置について 

 
 

 ■ 港湾管理の目指すべき姿

大阪湾が抱える課題 

港湾の国際競争⼒強化、利⽤者ニーズに合ったより使いやすい港への改⾰ 

○⼤阪湾諸港の港湾管理の⼀元化  

 ⼤阪湾諸港の港湾管理の⼀元化を⾏うこととし、それに向けた第⼀ステップとして、府市の港湾 

 管理の⼀元化（⼤阪港・堺泉北港・阪南港）を⽬指す。 

大阪湾が抱える課題に 

適切に対応するには 

 ■ 現行法制度で可能な統合手法について

新港務局設⽴に向けた法改正は、引き続き求めつつ、現⾏法制度で可能な統合

⼿法について、⾏政委員会の共同設置（府市港湾委員会）、内部組織の共同

設置、府市協議会の３案を検討 

 
 

 ■ イメージ（２）

 
 

 ■ イメージ（１）

注）・法 12条の業務：港湾法第 12条の業務で、港湾計画作成、港湾施設の整備・維持管理、ポートセールス等 
  ・規制等の業務：港湾区域・港湾隣接地域・臨港地区の許認可、埋立免許等 
※実態に合わせて効率的かつ合理的に整理 

業務統合という観点では、どの組織形態でも可能であると考えるが、執⾏機関
であり、外部有識者で構成される⾏政委員会は、施策等の意思決定のスピー
ドが優れている点や、新港務局の効果の一部（港湾運営に多様な視点と専
門性の導入等）を早期に発現できるという観点から府市港湾委員会を選択す
る。 

 
 

港湾委員会事務局 

★港湾委員会（府・市→共同設置） 

 

【埋立事業等】 

【法第１２条業務等】 

【海岸管理】 

【変更なし】 
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名称 ⼤阪府市港湾委員会（条例第 1条.規約第 2条） 

設置時期 平成２７年４⽉１⽇ 
設置場所 ⼤阪市住之江区南港北２丁⽬１番１０号（ＡＴＣ）（規約第 3条） 

幹事団体 
（地方自治法第 252
条の 9に規定する規約
で定める普通地方公共

団体） 

大阪市 
 ・国際戦略港湾の取り組みとして、埠頭株式会社の経営統合やコンテナ集貨に
向け国や神⼾市との円滑な調整の実施 

 ・単独の組織として必要な総務部門など一連の体制をもつ  
 などにより、市港湾局を⺟体とする⽅が効率的。 

委員会の権限 
および事務局 

【基本的な考え⽅】港湾管理に関する業務（条例第 2条.規約第 4条） 
※ただし、埋⽴事業、海岸管理に関する業務は、実態に合わせて合理的・効率
的な組織体制とすることとし、以下のとおり整理 
Ａ：埋⽴事業 
 ⼤阪港の特殊性から、例外的に執⾏機関を市⻑とし、市⻑部局で業務を⾏う。 
 ⇒大阪港        ：市⻑部局 
  堺泉北港・阪南港   ：委員会事務局 
Ｂ：海岸管理 
 海岸管理の業務を⾏う組織は知事部局・市⻑部局を原則とするが、⼤阪港の特
殊性など管理の実態に合わせて整理する。 

 ⇒大阪港        ：委員会事務局 
  堺泉北港・阪南港   ：知事部局 

委員の 
構成・人数 

・基本「港湾に関し⼗分な知識と経験を有する者⼜は経済若しくは経営に関し優
れた識⾒を有する者」（条例第 4条.規約第 6条） 
【構成（案）】 
１．利⽤者視点から管理・運営に携われる者 
２．経営の視点から管理・運営に携われる者 
３．国内外の経済動向に関し経験・知識を有する者 
４．港湾管理に関し経験・知識を有する者 
５．学識経験を有する者 
６．補助機関（組織）の代表者 

  ⇒計６人（条例第 3条.規約第 5条） 

委員の選任 ・知事・市⻑が定めた共通の候補者について、知事・市⻑が府議会・市会の同意
を得て、幹事団体の⻑が選任（条例第 4条.規約第 6条） 

委員の任期 ・３年、再任可。多数の委員が同時に退任しないように、設置当初は概ね半数の
委員について任期を２年とする。（条例第６条.規約第８条.附則） 

委員⻑ ・委員会の会議を主宰し、委員会を代表する（条例第 11条、規約第 13条） 
・委員の互選。なお、補助機関（組織）の代表者は委員⻑不可（同上） 

委員会の議事 
・港湾計画に関する事項（貨物量推計、埠頭配置、⼟地利⽤等） 
・振興施策（ポートセールス）に関する事項 
・事業計画（次年度の事業等）に関する事項 

 ■ 府市港湾委員会の概要（２） 
 

 ■ スケジュール

 【９月（前半）府議会提出議案】

 【今後の府議会提出議案及び規則改正等】

１ 大阪府市港湾委員会条例案 

２ 大阪府市港湾委員会及び大阪府市港湾委員会事務局の共同設置に関する件（共同設置規約案） 

３ 大阪府地方港湾審議会条例の一部を改正する条例案 

４ 大阪府市港湾審議会の共同設置に関する件（共同設置規約案） 

１ 既存条例において委員会設置に関連して条例改正が必要なもの（議会案件） 

 ①組織関係・・・組織条例、定数条例など 

 ②港湾管理業務関係・・・港湾施設条例など 

 ③その他・・・情報公開条例、個人情報保護条例など 

２ 委員会の委員の同意について（議会案件） 

３ その他、規則・規程等の制定及び改正（議会議決不要） 

  

 
 

 ■ 港湾審議会（附属機関）の共同設置

 
 

名   称 ： 大阪府市港湾審議会（条例第２条、規約第２条） 

所掌事務 ： 大阪港、堺泉北港、阪南港の計画、開発、保全及 

         び運営に関する重要事項について調査審議（条例第３条、規約第４条） 

組   織 ： 委員３０人以内で組織する（条例第４条、規約第５条） 

委   員 ： 学識経験者、港湾関係者、大阪府議会議員、 

         大阪市会議員、府内関係市町の長、関係行政 

         機関の職員、大阪府内の関係市町の住民 

のうちから委員会が選任（条例第４条、規約第６条） 

経   費 ： 府市が負担（規約第 12 条） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ■ 府市港湾委員会の概要（１）


